
住民監査請求 手続の流れ 
 

 

 

 

 

                              ＊要件審査に必要な範囲で補正 

                               命令等を行う場合があります。 

 

            【要件を満たしている】        【要件を満たしていない】 

 

 

 

                           ＊監査を実施しないことを違法として 

                                   住民訴訟を提起することは可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

【不服がある場合】            【区長等に勧告を行った場合】 

 

                    

 

 

 

 

                        【不服がある場合】 

 

 

 

 

 

＊要件審査は請求人の住所、請求期間、請求事項が区の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として 

具体的に特定されているか等について行います。 

 

     ＊監査結果又は区長等の措置内容に不服がある場合等は住民訴訟を提起できます。また、監査を実施 

しない場合（請求の却下）も住民訴訟を提起することは可能です。なお、住民訴訟については出訴 

期間が定められています（地方自治法第 242 条の 2）。 

却下（監査を実施しない） 

請求人へ通知 公表 

区長等へ通知・勧告 

区長等からの措置結果報告 
 

請求人へ通知 公表 

要件審査・補正命令 

60 

日 

以 

内 

請求書の受付 

監査の実施 
・請求人の陳述 

・関係書類等の調査 

・関係機関等の事情聴取 

監査結果の決定  容認（請求に理由がある） 
         棄却（請求に理由がない） 

却下（請求の要件を満たしていないと判明） 

住民訴訟 


